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SBIR制度の抜本強化による政府・大企業調達の促進
 政府や大企業が、戦略17分野で戦略的に取り組む量子・無人機・ＡＩ等の最新技術のスタートアップの製品・サービスの最初の顧客

（アンカーテナンシー）となることで、市場を創出するとともに、スタートアップの製品をブラッシュアップ。
 この動きを加速するために、SBIRを抜本強化し、政府統一的な枠組みの下、本格調達を前提として必要なスペックを明示し、研究開

発から試験導入・運用まで一貫して支援し、複数年契約を積極的に活用することで政府や大企業が長期にコミットすることで、大規模投
資を加速する。

研究開発支援 試験導入・運用 本格調達・実装

SBIRによる一貫した支援

フェーズ1
（PoC・F/S支援）

フェーズ3
（大規模技術実証）

フェーズ2
（実用化開発支援）

※これまでの予算 840億円(R5-7) 2060億円(R4)

政府調達

社会課題解決
（民需）

・本格調達を前提とした研究開発支援（委託）の強化
・試験導入・運用強化
（政府統一的な枠組み創設）
※本格調達を前提としたスペック提示

・政府調達に向けた伴走支援体制の確立（NEDO）

・ステージゲートによ
り絞り込み（複数
技術・企業間の競
争促進）

・複数年契約

・戦略分野の市場ニーズの想定さ
れるテーマでの集中実施

・スタートアップとの契約等の運用指針の策定（概算払等の積極的な活用によりスタートアップの過大な資金的負担を軽減）

・大企業等による調達加速化
※購入にコミットした大企業の参加を要件

・具体的な顧客を想定した
大規模技術実証強化
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